
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
中央に光ファイバを挿入固定するための軸孔を有し、かつ、先端面に上記軸孔に垂直な面
に対して傾いた斜め球面を形成したフェルールの後端にフェルール支持体を接合してなる
光ファイバ固定具の加工方法であって、
　上記斜め球面の傾斜方向と、フェルール外周と軸孔との軸ずれ位置を確認後、その方向
にあわせて傾斜方向と軸ずれ方向を兼用した傾斜方向表示部が形成されたフェルール支持
体を に固定し、該傾斜方向表示部を基準として光ファイバ固定具の先端面に軸
孔に垂線な面に対して傾いた斜め球面を形成することを特徴とする光ファイバ固定具の加
工方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は、光ファイバの接続、脱着を行うための

【０００２】
【従来の技術】
従来、光通信システムにおける装置の切り替え、送受信ポートの取り外し、装置の調整、
測定等の脱着自在な光接続が必要な箇所には、光ファイバを保持した一対の光ファイバ固
定具のフェルール先端同士を当接させて連結保持することにより、光ファイバ同士を光学
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光ファイバ固定具の加工方法に関するも
のである。



的に接続する光ファイバコネクタが使用されている。
【０００３】
その中でアナログ伝送ケーブルテレビシステムに使用される光ファイバコネクタは反射戻
り損失を極限にまで小さくする必要があるために、反射減衰量を６０ｄＢ以上にする必要
がある。その為に光コネクタをなす光ファイバ固定具に光ファイバを固定した後、フェル
ールの端面を光ファイバ軸孔に垂直な面に対してある角度傾斜させた斜め球面に加工すれ
ば良いことが知られている。
【０００４】
斜め球面に加工することにより、一対の光ファイバの先端同士が隙間なく接合され、しか
も接合面で発生した反射戻り光は光ファイバの長手方向に対して斜め方向に進み、光ファ
イバのコア部から抜け出てしまう。そのため反射減衰量が６０ｄＢ以上という高反射減衰
量が達成される。
【０００５】
例えば、図９は従来一般に使用されている光ファイバコネクタ１０を示す縦断面図である
。又図１０は従来の光ファイバ固定具３のみを示す縦断面図である。フェルール１の先端
面１ｄにＣ面部１ｅが設けられており、中心に光ファイバ１１を取り付ける軸孔１ａが設
けられている。Ｃ面部１ｅは一対のフェルール１をそれぞれ両側から受け入れるスリーブ
１４への円滑な挿入を可能にするため、および脱着時にスリーブ１４の内面に擦り傷を発
生させないことを目的としたものである。Ｃ面部１ｅは通常軸孔１ａに対して３０度程度
の傾きをもって設けられている。又、先端面１ｄは斜め球面１ｆに形成されている。
【０００６】
図１１は研磨フィルムを用いて光ファイバ１１を接合したフェルール１の先端面１ｄを斜
め球面１ｆに研磨する例を示す断面図である。弾性材質盤５１の上面に研磨フィルム５２
を貼り、その面にフェルール１の先端面１ｄを所定の角度θになるように傾斜させた孔を
設けた研磨冶具５３に取り付け、研磨フィルム５２に押しつけながら円を描くように摺動
させる。斜め球面研磨においてはその必要条件の一つとしては研磨球面の頂点が光ファイ
バの軸心に一致することが挙げられる。実用的には斜め球面の曲率半径１０～２５ｍｍに
おいては０．０５ｍｍ以内に変位量Ｓを抑えることが要求されているが、前記研磨方法で
は良好な結果が得られない。
【０００７】
図１２は前記研磨方法において、研磨したフェルール１の研磨部分の拡大図を示す。この
研磨法においては、フェルール１の先端面１ｄの外縁部より同心円状に研磨除去される性
質をもっているので、最終的には図示のように研磨球面Ｒの頂点は、Ａ点とＢ点の距離を
約２等分した点Ｐになる。この場合、Ａ点側に比較してＢ点側の研磨除去量が大きくなる
ので、点Ｐは光ファイバ軸心ＯよりＳだけＢ点側に変位する。傾斜角度θが大きい程変位
量Ｓは大きくなり、曲率半径も研磨除去量の増加に伴って研磨圧力が反比例して減少する
ので大きくなる方向に変動する。
【０００８】
この様にフェルール１の先端面１ｄにＣ面部１ｅを設けた状態で斜め球面研磨を行った場
合は、研磨の進行につれて以上のような種々の研磨条件が変動するので、研磨後の曲率半
径寸法のばらつき、研磨粗さに代表される研磨面品質のばらつきなどにより、接続性能に
悪影響を与える。同時に斜め球面研磨の場合は、直角球面研磨に比較して研磨除去量が１
０倍以上になるので長時間の研磨時間を必要とし、光ファイバ研磨面に有害な研磨焼けな
どが発生しやすく光ファイバ１１の劣化要因となるので研磨除去量の低減も課題となって
いた。
【０００９】
その課題を解決する目的で、図１３（ａ）に示すように、フェルール１は中心に軸孔１ａ
を設けた外周部１ｈ、該外周部１ｈと同軸で径の小さい直円筒状先端部１ｇ、該直円筒先
端部１ｇと外周部１ｈを連絡するＣ面部１ｅに構成され、図１３（ｂ）に示すように、前
記フェルール１の軸孔１ａに光ファイバ１１を接着固定した後、前記直円筒状先端部１ｇ
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と光ファイバ１１の先端部を光ファイバ軸心の直角軸に対し角度θ゜傾けて斜め平坦研磨
を行った後に、図１３（ｃ）に示すように、斜め球面研磨することにより変位量Ｓを小さ
くしていた。（特開平１－１２０１８０５、特開平３－２１０５０９、特開平６ー２０１
９４７）
次に第二の従来例として図１４（ａ）、（ｂ）に示すように、フェルール１の中心に軸孔
１ａを設け、Ｃ面部１ｅの角度を－θ～＋θの範囲で増減させた偏心Ｃ面としておき、図
１４（ｃ）に示すように、光ファイバ１１を接着固定した後、先端面１ｄを光ファイバ軸
心の直角軸に対して角度θ゜傾けて斜め平坦研磨し、その後図１４（ｄ）に示すように、
斜め球面研磨することにより変位量Ｓを小さくしていた。（特開平７－１２４８５５）
更に第三の従来例として図１５（ａ）に示すように、フェルール１に大きなＣ面部１ｅを
設けておき、先端面１ｄを最終仕上げ角度θで斜め平坦に研磨しておき、図１５（ｂ）に
示すように光ファイバ１１を接着固定後、先端面１ｄを最終仕上げ角度を越えた角度θ＋
αで斜め球面研磨加工をし、図１５（ｃ）に示すように変位量Ｓを小さくしていた。（１
９９６年電子情報通信学会通信ソサエティ大会寄稿集Ｂ－９９１）
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、上記図１３に示す第一の従来例では、図１３（ａ）の段階でフェルール１の直
円筒状先端部１ｇの研削加工を行わなければならず、研削代が多い為に、主流であるジル
コニアセラミックスを用いた場合、研削加工コストがかなり高価になり、又、図１３（ｂ
）での斜め平坦研磨時に直円筒状先端部１ｇと先端面１ｄの角部に荷重をかけて加工を行
うために、研磨開始時に該角部から破壊するということがあった。
【００１１】
次に図１４に示す第二の従来例では、図１４（ｂ）の段階でのフェルール１の加工におい
て、Ｃ面部１ｅが偏心しており外観上の形状が悪いことと、加工方法がかなり特殊であり
、研削代が多くしかも偏心しているので研削加工時に加工機への負荷変動が大きくなり、
チャック、回転機構のがたつきが生じやすく製品の加工歩留まりが悪くなり、加工コスト
がかなり高価になるために、一般的な普及にいたっていない。
【００１２】
更に図１５に示す第三の従来例では、フェルール１に大きなＣ面部１ｅの加工を行わなけ
ればならず、これも上記従来例同様、高価なフェルールとなってしまう。
【００１３】
又、これらの従来例では光ファイバ１１を接着固定後、先端面１ｄを最終仕上げ角度θを
こえた角度θ＋αで斜め球面研磨加工を行うが、現実的にはその越えた部分の角度αは０
．６゜であり、研磨冶具製作上の公差および研磨冶具５３と研磨機との取り付け公差等を
勘案すると０．６゜に調整するのは非常に困難である。しかも、斜め球面研磨時の研磨量
がばらつくので、変位量Ｓが安定せず、その為、反射減衰量特性が安定しない。
【００１４】
いずれの従来例の場合においても、光ファイバ１１を接着した後に斜め球面１ｆを形成す
る方法では、加工コストが高価になったり、フェルールの破壊が生じたり、外観形状が悪
くなったり、または変位量Ｓが大きくなるなどの課題があった。
【００１５】
しかも斜め球面の傾斜方向がよくわからないために、一対の光ファイバ固定具３同士を当
接させた時の位置合わせが難しく、互いの斜め球面の傾斜方向が一致しないと一対のフェ
ルール１の先端面１ｄの頂点が互いに接合しないために接続損失、反射戻り損失が大きく
なってしまった。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
上記課題に鑑みて本発明は、中央に光ファイバを挿入固定するための軸孔を有し、かつ、
先端面に上記軸孔に垂直な面に対して傾いた斜め球面を形成したフェルールの後端にフェ
ルール支持体を接合してなる光ファイバ固定具の製造方法であって、上記斜め球面の傾斜
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方向と、フェルール外周と軸孔との軸ずれ位置を確認後、その方向にあわせて傾斜方向と
軸ずれ方向を兼用した傾斜方向表示部が形成されたフェルール支持体を に固定
し、該傾斜方向表示部を基準として光ファイバ固定具の先端面に軸孔に垂線な面に対して
傾いた斜め球面を形成することを特徴とするものである。
　また、上記フェルール支持体をフェルールに固定した後、上記斜め球面の傾斜方向と、
フェルール外周と軸孔との軸ずれ位置を確認し、その方向にあわせて傾斜方向と軸ずれ方
向を兼用した傾斜方向表示部をフェルール支持体に形成し、該傾斜方向表示部を基準とし
て光ファイバ固定具の先端面に軸孔に垂線な面に対して傾いた斜め球面を形成することを
特徴とするものである。
　さらに、上記フェルールの先端面の斜め球面は、予め先端面に斜め球面を形成した後、
光ファイバを挿入固定し、仕上げ研磨により形成されたものであることを特徴とするもの
である。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下本発明の実施形態を説明する。
【００２３】
図１は本発明の第一実施形態を示す、光ファイバ固定具３を用いた光ファイバコネクタ１
０を示す断面図である。
【００２４】
本発明に係わる光ファイバコネクタ１０は、一対の光ファイバ固定具３同士を当接させた
ものである。この光ファイバ固定具３は、光ファイバ１１を挿通固定する軸孔１ａを有す
るフェルール１と、該フェルール１が嵌合する凹部２ａを備え、上記凹部２ａと連動しか
つ前記フェルール１の軸孔１ａと同軸の貫通孔２ｂを有するフェルール支持体２とからな
り、上記フェルール１の軸孔１ａには光ファイバ１１を挿入し、上記フェルール支持体２
の貫通孔２ｂに接着剤１３を充填する事により上記光ファイバ１１を固着してなるもので
ある。
【００２５】
上記光ファイバ固定具３は外周部１ｈから先端面１ｄにかけてＣ面部１ｅを有し、該先端
部１ｄは光ファイバ１１先端部とともに斜め球面１ｆに研磨仕上げされている。そして、
光ファイバコネクタ１０は一対の光ファイバ固定具３と、該光ファイバ固定具３のフェル
ール１の先端同士を当接させて連結保持するスリーブ１４とから構成してあり、該スリー
ブ１４の外周には両端にネジ部を設けたアダプタカプリング１５を配設すると共に、該ア
ダプタカプリング１５のネジ部にカプリングナット１６を螺合して各カプリングナット１
６とフェルール支持体２との間に配設したバネ１７の押圧力により光ファイバ固定具３の
フェルール１先端同士を当接させることにより光ファイバ１１同士を光学的に接続するよ
うにしてある。
【００２６】
次に、光ファイバコネクタ１０を構成する光ファイバ固定具３について詳細に説明する。
【００２７】
図２は光ファイバ固定具３のみを示す縦断面図であり、フェルール１の先端面１ｄと外周
部１ｈとの間にＣ面部１ｅが設けられており、中心に光ファイバ１１を取り付ける軸孔１
ａが設けられており、その中に光ファイバ１１が接着固定されている。前記Ｃ面部１ｅは
フェルール１をそれぞれ両側から受け入れるスリーブ１４への円滑な挿入を可能にするた
め、および脱着時にスリーブ１４の内面に擦り傷を発生させないことを目的としたもので
あり、通常軸孔１ａに対して３０度程度の傾きをもって設けられている。
【００２８】
又、前記先端面１ｄは軸孔１ａの垂線に対して最終仕上げ角度θ゜傾けた斜め球面１ｆを
形成し、その角度は６゜～１０゜が一般的である。曲率半径Ｒは１０～２５ｍｍである。
斜め球面１ｆの頂点が、Ａ点とＢ点の距離を約２等分した点と合致し、光ファイバ軸心Ｏ
とほぼ一致しており、その変位量Ｓは０．０５ｍｍ以内となっている。又、フェルール支
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持体２のツバ部２ｃには斜め球面の方向を示した傾斜方向表示部２ｄを設けた構成として
ある。
【００２９】
ここで最終仕上げ角度θを６～１０゜としたのは、６゜未満では反射減衰量失が６０ｄＢ
を越えることがなく、又１０゜を越えると接続損失が０．４ｄＢを越えてしまい、アナロ
グ伝送ケーブルテレビシステムに使用出来なくなるからである。光学特性上は中間値であ
る８゜が好ましく、一般的に適用されている。
【００３０】
曲率半径Ｒを１０～２５ｍｍとしたのは、１０ｍｍ以下であるとフェルール１の先端部１
ｄからの光ファイバ１１のとびだしが大きくなり、一対の光ファイバコネクタとしてフェ
ルール１の先端面１ｄ同士を当接させたときに、バネ１７の力により先端面１ｄが共に斜
め平坦に変形し、光ファイバ１１同士を光学的に接続することが出来るが、高温高湿環境
においては接着剤１３のクリープ現象が生じ、軸孔１ａと光ファイバ１１との接着剥離が
生じる。又、２５ｍｍを越えると曲率半径Ｒが大きすぎて、前記バネ１７の力では先端面
１ｄが平坦にならず、光ファイバ１１同士の光学的な接続が困難となるからである。
【００３１】
変位量Ｓを０．０５ｍｍ以内としたのは、これを越えると、一対の光ファイバコネクタと
してフェルール１の先端面１ｄ同士を当接させたときに、互いの斜め球面１ｆの頂点があ
わず、先端面１ｄが斜め平坦になりきれず、光ファイバの光学的な接続が困難になるから
である。
【００３２】
又、前記傾斜方向表示部２ｄはフェルール支持体２だけでなくフェルール１自体に取り付
けることも出来る。
【００３３】
次に図３（ａ）～（ｅ）に光ファイバ固定具３の斜め球面加工手順を示す。
【００３４】
図３（ａ）はフェルール１を表している。一般的に製造、販売されているＳＣフェルール
であり、材質はジルコニアセラミックスが一般的であり、量産品を用いているのでフェル
ール１としては低価格である。好ましくは、更に価格を低減させる目的で先端面１ｄを研
磨面とせず、研削面のままでも十分である。
【００３５】
フェルール１の材質としては、ジルコニアだけではなく、アルミナ、ほう珪酸ガラス、結
晶化ガラス等のセラミックス材料や、ステンレス、黄銅、真鍮、洋泊等の金属材料、そし
て液晶ポリマー、エポキシ、ポリエーテルイミド、ポロエーテルサルホン、ポロブチレン
テレタフレート等の樹脂材料を用いることが出来る。
【００３６】
図３（ｂ）はフェルール１にフェルール支持体２を圧入、接着、もしくは一体成形により
固定した状態を示す。
【００３７】
フェルール支持体２の材質としては、ステンレス、黄銅にニッケルメッキを施したもの、
真鍮にニッケルメッキを施したもの、洋白にニッケルメッキを施したもの等の金属材料や
、液晶ポリマー、エポキシ、ポリエーテルイミド、ポロエーテルサルホン、ポロブチレン
テレタフレート等の樹脂材料を用いることが出来る。　又フェルール１とフェルール支持
体２を樹脂材料等で一体で形成しても良い。
【００３８】
図３（ｃ）はフェルール１の先端面１ｄに斜め球面研削加工を行った状態を示す。
【００３９】
図３（ｄ）は光ファイバ固定具３に光ファイバ１１を接着固定した状態を示す。図３（ｅ
）はフェルール１の先端面１ｄと光ファイバ先端面を同時に最終の仕上げ研磨を行った状
態を示す。
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【００４０】
この様に本発明の光ファイバ固定具３は、光ファイバ１１を接着していない状態で予めフ
ェルール１の先端面１ｄに予め斜め球面１ｆを施してあるため、加工が容易であり製造工
程を簡略化できる。その後、本発明の光ファイバ固定具３に光ファイバ１１を接着し、最
終仕上げ研磨すれば良い。
【００４１】
また、図３（ｂ）に示すようにフェルール支持体２のツバ部２ｃには、あらかじめ斜め球
面の方向を示すための傾斜方向表示部２ｄを形成しておき、この方向に併せて斜め球面１
ｆを加工する。
【００４２】
この傾斜方向表示部２ｄを形成する場合は、図４（ａ），図４（ｂ）に示すように、フェ
ルール支持体２の外周面に１ヶ所の溝や切り欠きを備えたり、図４（ｃ）に示すように２
ヶ所以上の溝を備えるか、もしくはその溝の幅を変えたり、（ｄ）に示すように突起を形
成したり、図４（ｅ），図４（ｆ）に示すように外周面を多角形として溝または突起を形
成したり、図４（ｇ）に示すように外周面を多角形としてその一部の形状を変形させるな
ど、様々な構造とすることが出来る。
【００４３】
また、フェルール１自体に傾斜方向表示部を付けるこもできるが、この場合、フェルール
１の外周部１ｅでフェルール支持体２に取り付ける部分及びスリーブ１４に挿入される部
分を除いた部分が望ましい。
【００４４】
上記斜め球面の傾斜方向表示部２ｄは、実際の斜め球面の傾斜方向に対して±５゜以内の
範囲に形成されている必要がある。これはそれ以上の範囲にあると一対の光ファイバ固定
具３同士を当接させた場合に、互いの斜め球面１ｆが接触しなくなり光学特性を悪化させ
るためである。
【００４５】
図５（ａ）は図３（ｃ）における斜め球面研削加工工程を示す側面図であり、図５（ｂ）
は回転装置６１の取付部６４とフェルール支持体２の位置表示部２ｄとの位置関係を示す
平面図である。、
回転装置６１の軸芯に対しある一定量Δで偏芯させた位置に取付部６２を配置し、フェル
ール支持体２の傾斜方向表示部２ｄを位置方向合わせ部６４に嵌合させ、長軸部２ｅをチ
ャック６２ａで固定して、回転装置６２を回転させ、該取付部６２の軸心に対してある角
度βをもって取り付けたダイヤモンド製カップ砥石６３を回転させ斜め球面１ｆを形成す
る。チャックで固定する部分は長軸部２ｅでなくとも、フェルール１外周部１ｄでも同様
の効果が得られる。
【００４６】
斜め球面寸法は、最終仕上げ斜め球面寸法と同一でよい。つまり研磨角度は最終仕上げ角
度θである６～１０゜、球面の曲率半径Ｒは１０～２５ｍｍ、変位量Ｓは０．０５ｍｍ以
下で最終寸法に合わせてあればよい。この理由は、図３（ｅ）での最終仕上げ研磨におい
て、先端面１ｄは予め球面加工されており、仕上げ研磨の削り代は０．０３ｍｍ程度で非
常に微量であるために、最終仕上げ斜め球面寸法にもほとんど影響を与えないからである
。しかし、好ましくはθが７．５～８．５゜、Ｒは１５～２０ｍｍ、Ｓは０．０３ｍｍ以
下の範囲であれば、更に優れた効果が得られる。
【００４７】
従来の光ファイバを接着したファイバ固定具においては、該光ファイバ固定具自体が回転
するために光ファイバもそれに伴い回転し、しまいには破断してしまうのでこの加工方法
を適用することが出来ない。その為、本発明の光ファイバを接着する前の光ファイバ固定
具に斜め球面加工するのには非常に適した方法である。
【００４８】
図６は図３（ｅ）における最終仕上げ研磨加工を示す図である。
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【００４９】
弾性材質盤５１の上面に研磨フィルム５２を貼り、その面に弾性材質盤５１の垂直に対し
て所定の角度θになるように傾斜させた孔を設けた研磨冶具５３に取り付け、研磨フィル
ム５２に押しつけながら円を描くように摺動させる。
【００５０】
光ファイバ固定具３のフェルール１を底面部５３ａの垂直面に対し所定の角度θになるよ
うに傾斜させた孔５３ｂを設けた研磨冶具５３に入れ、フェルール支持体２の傾斜方向表
示部２ｄを研磨冶具５３の固定部５３ｃに合わせた状態で、フェルール１の先端面１ｄと
光ファイバ先端面を同時に仕上げ研磨を行う。
【００５１】
前記仕上げ研磨は最終仕上げ角度θでなくともθ±５゜の範囲の角度で斜め球面研磨をす
ればよい。この理由は、先端面１ｄは予め球面加工されており、仕上げ研磨の削り代は０
．０３ｍｍ程度で非常に微量であるために、角度が多少違っても最終仕上げ研磨角度に影
響を与えないからである。
【００５２】
本発明は、フェルール１の先端面１ｄにと外周部１ｈとの間にＣ面部１ｅにより構成され
ている光ファイバ固定具３のみならず、フェルール１の外周部１ｈと同軸で径の小さい直
円筒状先端部１ｇ、前記直円筒先端部１ｇと外周部１ｈを連絡するＣ面部１ｅにより構成
されている光ファイバ固定具３にも適用でき、同様の効果を得ることが出来る。
【００５３】
以上のような方法であれば、反射減衰量、接続損失の光学的特性はアナログ伝送ケーブル
システム等の厳しい要求値に対して、要求値を満足する安定した特性値を示し、しかも安
価な光ファイバ固定具を供給できる。
【００５４】
次に、本発明の第二の実施形態を説明する。
【００５５】
図７は本発明の第二の実施様態を示す光ファイバ固定具３を示す縦断面図であり、フェル
ール１の先端面１ｄと外周部１ｈとの間にＣ面部１ｅが設けられており、中心に光ファイ
バ１１を取り付ける軸孔１ａが設けられており、その中に光ファイバ１１が接着固定され
ており、フェルール支持体２のツバ部２ｃには斜め球面の方向を示した傾斜方向表示部２
ｄを設けてあり、該位置表示部２ｄはフェルール外周部１ｈと軸孔１ａの軸ずれ位置方向
を兼ね備えた構成としてある。
【００５６】
この傾斜方向と軸ずれ位置方向と傾斜方向表示部２ｄは必ず一致させる必要はなく、図７
でたとえると、傾斜方向表示部２ｄは図通りの下方向で、傾斜方向は図と１８０度反対側
の上方向で、軸ずれ位置方向は図の９０゜回転した右方向であってもかまわず、一定の法
則のもとで一対の光ファイバ固定具３が当接されていればよい。上記傾斜方向表示部２ｄ
はフェルール支持体２だけでなくフェルール１自体に取り付けつけることも出来る。
【００５７】
図８は本発明の第二の実施様態である光ファイバ固定具の製造方法を示す流れ図であり、
フェルール１単体の軸ずれ方向を確認後、その方向にあわせて傾斜方向表示部２ｄのつい
たフェルール支持体２に挿入、固定するか、もしくはフェルール１に傾斜方向表示部２ｄ
をつけていないフェルール支持体２を固定後、軸ずれ方向を確認し、その後傾斜方向表示
部を作成するかした後、第一の実施様態の通り、傾斜方向表示部２ｄ基準に斜め球面加工
を行う。
【００５８】
以上の様な方法であれば、斜め球面１ｆの傾斜方向と、フェルール外周１ｈと軸孔１ａの
軸ずれ位置方向を概ね一致させ、フェルール１もしくはフェルール支持体２に傾斜方向を
兼用した表示部を形成させることにより、反射減衰量、接続損失の光学的特性はアナログ
伝送ケーブルシステム等の厳しい要求値に対して、要求値を満足する安定した特性値を示
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し、しかも安価な光ファイバ固定具を供給することができる。
【００５９】
【実施例】
ここで、以下に示す方法で実験を行った。
【００６０】
ジルコニアセラミックス製のシングルモードフェルールの外径Ｄ＝φ２．５ｍｍ、長さＬ
＝１０．５ｍｍ、軸孔Ｄ＝φ０．１２６ｍｍで比較例として図１３に示した第一の従来例
であるフェルール外径を二段にしたもの、図１４に示した第二の従来例であるＣ面を偏心
させたもの、図１５に示した第三の従来例である大きなＣ面を施したものに、本発明の第
一の実施様態である加工方法のもの、第二の実施様態である軸ずれも調整したものの６種
類をそれぞれ２０個サンプルを作成した。上記サンプルに光ファイバを接着し、端面を研
磨し、バネ、カプリングナット等を組み立てて光ファイバコネクタとし、接続損失と反射
減衰量を測定し、平均値を算出した。
【００６１】
その結果を表１に示す。このように、従来の方法では反射減衰量が小さく、しかも接続損
失が大きいのに対し、本発明では反射減衰量が大きくしかも接続損失が小さい、特に第二
の実施様態では接続損失が顕著に小さくなっていることが確認できる。
【００６２】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６３】
次に、斜め球面の方向表示部が、実際の斜め球面の傾斜方向に対しての位置角度公差を確
認するために、上記同様ジルコニアセラミックス製のシングルモードフェルールの外径Ｄ
＝φ２．５ｍｍ、長さＬ＝１０．５ｍｍ、軸孔Ｄ＝φ０．１２６ｍｍで比較例として、±
０゜、±３゜、±５゜、±６゜、±８゜の５種類をそれぞれ２０個サンプルを作成し、上
記サンプルに光ファイバを接着し、端面を研磨し、バネ、カプリングナット等を組み立て
て光ファイバコネクタとし、接続損失と反射減衰量を測定し、平均値を算出した。
【００６４】
その結果を表２に示す。このように、±５゜以下であれば良好な光学特性が得られるが、
±５゜を越えると極端に特性が悪化することが確認できる。
【００６５】
従って、中央に光ファイバを挿入固定するための軸孔を有するフェルールの後部にフェル
ール支持体を接合してなる光ファイバ固定具であって、上記フェルールの先端面に上記軸
孔に垂直な面に対して傾いた斜め球面を形成し、及び上記斜め球面の傾斜方向にあわせ、
フェルールもしくはフェルール支持体に傾斜方向表示部を形成し、及び／もしくは、上記
斜め球面の傾斜方向表示部が、実際の斜め球面の傾斜方向に対して、±５゜以内の範囲に
形成し、及び上記斜め球面の傾斜方向と、フェルール外周と軸孔との軸ずれ位置方向を概
ね一致させ、フェルールもしくはフェルール支持体に傾斜方向と軸ずれ方向を兼用した表
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示部を形成することにより接続損失、反射減衰量共に優れた効果が得られた。
【００６６】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６７】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、中央に光ファイバを挿入固定するための軸孔を有し、かつ
、先端面に上記軸孔に垂直な面に対して傾いた斜め球面を形成したフェルールの後端にフ
ェルール支持体を接合してなる光ファイバ固定具の製造方法であって、上記斜め球面の傾
斜方向と、フェルール外周と軸孔との軸ずれ位置を確認後、その方向にあわせて傾斜方向
と軸ずれ方向を兼用した傾斜方向表示部が形成されたフェルール支持体を に固
定し、該傾斜方向表示部を基準として光ファイバ固定具の先端面に軸孔に垂線な面に対し
て傾いた斜め球面を形成するものであるか、または、上記フェルール支持体をフェルール
に固定した後、上記斜め球面の傾斜方向と、フェルール外周と軸孔との軸ずれ位置を確認
し、その方向にあわせて傾斜方向と軸ずれ方向を兼用した傾斜方向表示部をフェルール支
持体に形成し、該傾斜方向表示部を基準として光ファイバ固定具の先端面に軸孔に垂線な
面に対して傾いた斜め球面を形成するものであるため、接続損失、反射減衰量共に優れた
光ファイバ固定具を提供できるという効果を得ることが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の光ファイバ固定具を用いた光ファイバコネクタを示す断面図である。
【図２】本発明の光ファイバ固定具を示す縦断面図である。
【図３】本発明の光ファイバ固定具の斜め球面加工手順を示す図である。
【図４】（ａ）～（ｇ）は本発明の光ファイバ固定具のフェルール支持体の外周面に備え
る傾斜方向表示部の様々な実施形態を示す図である。
【図５】本発明の図３（ｃ）における斜め球面研削加工を示す図である。
【図６】本発明の図３（ｅ）における最終仕上げ研磨加工を示す図である。
【図７】本発明の第二の実施様態の光ファイバ固定具を示す縦断面図である。
【図８】本発明の第二の実施様態の光ファイバ固定具の製造方法を示す流れ図である。
【図９】従来の光ファイバコネクタを示す縦断面図である。
【図１０】　従来の光ファイバコネクタに備える光ファイバ固定具を示す縦断面図である
。
【図１１】従来のフェルールの先端面に軸孔に垂直な面に対して傾いた斜め球面の研磨加
工方法を示す図である。
【図１２】従来の研磨方法によるフェルールの研磨部分を示す拡大図である。
【図１３】（ａ）～（ｃ）は従来のフェルールの先端面の変位量を小さくするための加工
手順を示す図である。
【図１４】（ａ）～（ｄ）は従来のフェルールの先端面の変位量を少なくするための加工
手順を示す図である。
【図１５】（ａ）～（ｃ）は従来のフェルールの先端面の変位量を少なくするための加工
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手順を示す図である。
【符号の説明】
１　　　　フェルール
１ａ　　　軸孔
１ｂ　　　端面
１ｃ　　　面取り部
１ｄ　　　先端面
１ｅ　　　Ｃ面部
１ｆ　　　斜め球面
１ｇ　　　直円筒状先端部
１ｈ　　　外周部
２　　　　フェルール支持体
２ａ　　　凹部
２ｂ　　　貫通孔
２ｃ　　　ツバ部
２ｄ　　　傾斜方向表示部
３　　　　ファイバ固定具
４　　　　空気溜まり
１０　　　　光ファイバコネクタ
１１　　　　光ファイバ
１２　　　　光ファイバ芯線
１３　　　　接着剤
１４　　　　スリーブ
１５　　　　アダプタカプリング
１６　　　　カプリングナット
１７　　　　バネ
５１　　　　弾性材質盤
５２　　　　研磨フィルム
５３　　　　研磨冶具
５３ａ　　　底面部
５３ｂ　　　孔
５３ｃ　　　固定部
６１　　　　回転装置
６２　　　　取付部
６２ａ　　　チャック
６３　　　　カップ砥石
６４　　　　位置方向合わせ部
Ｏ　　　　光ファイバ軸芯
Ｒ　　　　曲率半径
Ｓ　　　　変位量
θ　　　　最終仕上げ角度
θ＋α　　　最終仕上げ角度を越えた角度
β　　　　ある一定の角度
Δ　　　　一定量の偏心
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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